
東北地方太平洋沖地震の義捐金受付の延長 

 

２０１２年９月末まで、引き続き当館にて義捐金を受け付けることになりました。 

在メルボルン日本国総領事館では、ドナーの皆様へ所得税還付のための証明書を発行するこ

とは残念ながらできません。 

また、当館発行の受領書が必要な方は、お申し出下さい。 

 

なお、皆様からの義援金は当館から日本赤十字社へ直接送金させていただきますことを、併

せお知らせ申し上げます。 

 

Name of Account: Consulate-General of Japan in Melbourne 

(Japan Disaster Relief Fund) 

 

1. Name of bank: Westpac 

2. Branch: 114 William Street Branch 

3. Branch Code: 033003 

4. Name of Account Holder: Consulate-General of Japan in Melbourne 

5. Account Number: 388881 


